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１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,500 円 3,644 円

3,500 円 3,294 円

3,500 円 3,130 円令和３年度 令和３年度

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

同上

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和元年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和元年度

令和２年度 令和２年度

処 理 場 数 42施設

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

該当なし。

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、公共下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合
を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

基本料金　10㎥まで1,200円/月(電気代を自己負担している場合)
従量料金　10㎥を超える分：１㎥につき230円
※消費税抜（以下、同じ）

法適（一部適用）

処 理 区 域 内 人 口 密 度 3.3人/ha
流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

無し

処 理 区 数 １処理区

策 定 日 ( 改 定 前 ) ：

策 定 日 ( 改 定 後 ) ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

平成18年度（供用開始後　16年）
法適(全部適用・一部適用)

非 適 の 区 分

別添２－２

宝達志水町下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 石川県宝達志水町

事 業 名 ： 特定地域生活排水処理事業
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③ 組　織

（２）民 間 活 力 の 活 用 等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

令和４年度に公表した、令和３年度決算「経営比較分析表」を添付している。

【当該事業の経営分析総括】
経費回収率は、面整備が概成していること、水洗化率が高いことが要因となり、類似団体平均と比較して高くなっている。
汚水処理原価は施設利用率が低いにもかかわらず類似団体平均を下回っており、その要因として民間委託を活用し維持管理費を抑制していることが挙げられる。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

事業規模が小さいこと、エネルギー利用に見合う資源が乏しいこと等が要因で費用対効果
が悪いため、行っていない。

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

当該事業は浄化槽設置申請者個人の宅地内に浄化槽を町で設置しており、事業として有す
る下水道用地はないため、該当はない。

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。

*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

浄化槽維持管理業務を民間委託している。

 イ　指定管理者制度

本町では、法律などの制約で指定管理者制度の導入ができない施設や、業務の専門性・特
殊性を踏まえ、町が直接管理することが適当と判断される施設以外は、原則として指定管
理者制度の導入を進めていく方針であるが、当該事業においては現時点で該当はない。

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

本町では、平成28年度に策定した宝達志水町公共施設等総合管理計画に基づき、積極的に
PPP及びPFIを推進しサービス水準の維持や財政負担の軽減に努める方針であるが、当該事
業においては現時点で該当はない。

職 員 数

事 業 運 営 組 織

単位：人

個別

-                          

浄化槽部門 -                          

その他 -                          

-                          

-                          

内

訳

資本勘定所属職員

計

損益勘定所属職員

副町⻑

地域整備課 建設係

水道係

下水道係

町⻑
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※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

経営比較分析表（令和3年度決算）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

2. 老朽化の状況について

2. 老朽化の状況

全体総括

①経常収支比率については、100%を超えているが、
一般会計からの繰入金で収入を補っているからであ
り、今後の人口減少等で下水道使用料の減少が見込
まれることから、下水道使用料単価の見直しと経費
削減が必要である。
②累積欠損金比率については、0%となっており今後
も発生する見込みはないと考えている。
③流動比率については、類似団体と同程度であるが
今後も効率的な経営を行う。
④企業債残高事業規模比率については、類似団体を
上回っており、適正な企業債発行と使用料単価の見
直しを検討する。
⑤経費回収率については、類似団体を上回っている
状況であるが、引き続き使用料収入の確保と汚水処
理費の削減が必要である。
⑥汚水処理原価については、類似団体を下回ってい
ることから効率的な経営を行う必要がある。
⑦施設利用率については、施設処理能力に見合う有
収水量が無い為、類似団体を下回っている。人口減
少等により、浄化槽の使用者が少ないことによる。
⑧水洗化率については、類似団体を上回っている
が、引き続き水洗化を促進する。

①有形固定資産減価償却率については、増加傾向に
あることから、計画的に施設の更新を図っていく必
要がある。

今後の人口減少を踏まえ、施設の更新を計画的に行
いつつ、効率的な経営を行っていく必要がある。

75 0.23 326.09 【】 令和3年度全国平均- 34.11 0.61 100.00 3,850

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km
2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
) － 類似団体平均値（平均値）資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ

3
当たり家庭料金(円)

12,541 111.51 112.47 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 特定地域生活排水処理 K2 非設置

管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

石川県　宝達志水町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 - - - - -

平均値 - - - - -

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 78.23 110.36 114.83 119.21 132.69

平均値 93.44 90.02 93.76 95.33 100.41

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 32.75 35.15 37.56 39.97 42.37

平均値 16.42 16.41 16.63 15.40 21.02

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 - - - - -

平均値 - - - - -

①経常収支比率(％)

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 47.38 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 123.58 221.28 173.09 162.82 83.92

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 227.49 24.70 78.19 122.38 141.09

平均値 172.39 113.42 117.39 125.61 122.71

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 760.61 920.29 998.61 934.30 902.80

平均値 407.42 386.46 421.25 398.42 294.09

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 99.49 79.49 85.72 99.74 99.91

平均値 57.08 55.85 53.23 50.70 60.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 215.29 247.63 229.52 178.31 172.29

平均値 286.86 287.91 283.30 289.81 282.71

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 31.48 29.63 29.63 33.33 33.33

平均値 57.22 54.93 55.96 56.45 56.52

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 100.00 100.00 92.41 91.78 90.67

平均値 67.29 65.57 60.12 54.99 88.43

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【98.81】 【102.81】 【112.20】 【310.14】

【83.38】【56.80】【286.17】【57.71】

【19.84】 【-】 【-】
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２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）組織の見通し

有収水量は将来処理区域内人口を基に予測を行った。処理区域内人口の減少に伴い、有収水量も計画期間末の令和９年度には令和３年度実績値に対して約38％減少の見込みとな
る。

使用料収入の見通し

使用料収入は将来有収水量を基に予測を行った。現在と同等の料金単価とした場合、使用料収入は計画期間末の令和９年度には令和３年度実績値に対して約30％減少の見込みと
なる。

施設の見通し

突発的な浄化槽の故障に対して改築・更新を行う計画としている。

現時点では組織改革の具体的な予定はないが、今後も事業運営の効率化に向けて柔軟に検討していくこととしている。

処理区域内人口の予測

処理区域内人口の予測に当たっては、宝達志水町汚水処理構想の計画値を採用した。計画期間末の令和９年度には令和３年度実績値に対して約17%減少の見込みとしている。

有収水量の予測

89 
86 

83 
79 

73 
75 

71 
69 

66 
64 63 62 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

(人
)

6,523 
6,317 

5,908 5,860 

6,573 6,640 

7,020 

4,938 
4,691 

4,444 
4,280 

4,115 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

(㎥
)

1,325 
1,353 

1,163 1,153 1,169 1,143 1,136 

956 
908 

860 
828 

796 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

(千
円

)

4



３．経営の基本方針

【経営の基本方針】
前期計画の経営目標達成実績の評価を踏まえ、後期計画における経営の基本方針は以下のとおりとする。
１．適切で計画的な事業執行
　限られた財政の中、適切な事業計画と財政計画を基に経営を行っていく。
２.安定した経営基盤の強化
　効率的な下水道事業経営のため、随時処理施設の統廃合や区域の見直しを行い、施設の効率化を図る。
３．効率的な事業執行
　業務の効率化とコスト削減に積極的に取り組む。
４．経費負担区分の適正化
　基準外繰入金に依存しない財政基盤の強化のため、一般会計との経費負担区分の適正化を図る。
５.持続的なサービスの提供
　持続的な下水道サービスを提供するために、適切な更新計画を策定することで、世代間での格差が生じないよう更新投資額の平準化を図る。

【前期計画の経営目標達成実績の評価】
①使用料収入
　使用料収入は、当初経営戦略時より処理区域内人口の減少に伴う減収を見込んでいたが、実績では計画をさらに下回る結果となった。これを踏まえ、後期計画では
使用料収入見込みを前期計画より下方修正した。

②経費（維持管理費）
　経費は,年により多少増減の振れ幅はあるものの、概ね計画どおりに推移している。後期計画では、今後下水道施設の老朽化が進み、突発的な施設の故障による修
繕費の増加等を見込み、前期計画より上方修正した。

③他会計繰入金
　他会計繰入金は、計画に対し大幅に増加する結果となった。しかしながら、今後は大々的な浄化槽の設置計画を予定していないことから、他会計繰入金を下方修正
した。
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４．投資・財政計画（収支計画）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

【投資の目標に関する事項】
　令和４年度に合併浄化槽設置工事を実施。

【管渠、処理場等の検閲・更新に関する事項】
　計画期間中の事業の予定なし。

【広域化、共同化、最適化に関する事項】
　計画期間中の事業の予定なし。

【投資の平準化に関する事項】
　更新事業においては、適切な更新計画により実施することで、事業の効率化や費用の平準化を図る。

【民間の活力に関する事項】
　浄化槽維持管理業務を民間委託することで、職員数を最低限とし人件費の削減を図っている。

【職員給与費に関する事項】
　大幅な組織改革はないものとして、令和４年度予算に対し毎年２％増となるよう計上した。

【動力費、薬品費に関する事項】
　有収水量に応じて変動する費用として、過去６か年の有収水量１㎥当たり費用平均に将来有収水量を乗じて算出し計上した。

【修繕費に関する事項】
　突発的な変動が見られるものの、費用実績は一定範囲で変動しているため、令和４年度予算額で固定し計上した。

【委託費に関する事項】
　有収水量に応じて変動する費用として、過去６か年の有収水量１㎥当たり費用平均に将来有収水量を乗じて算出し計上した。

【その他】
　既往分の減価償却費及び支払利息は、計画値を計上した。また、新規分については施設の耐用年数別に近年の実績より償還期間及び年利率を設定し、計上した。

（１）投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

【財源の目標に関する事項】
　使用料収入と一般会計繰入金（基準内）により財源が賄われることを目標としている。

【使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項】
　行政人口の減少に伴う水洗化人口の減少により、使用料収入も減少傾向の見通しとしている。なお、計画期間中の使用料の見直しは考慮していない。

【企業債に関する事項】
　更新事業については、国費と下水道事業債を充当するものとし、資本費平準化債については、元金償還額と減価償却費により算出した発行可能額での借入れを計画
している。

【繰入金に関する事項】
　総務省の示す地方公営企業繰出基準に基づき、毎年の他会計繰入金を計上した。また、基準内繰入金で支出が賄えない場合は、収支均衡となるよう基準外繰入金を
計上した。

【資産の有効活用に関する事項】
　当該事業は浄化槽設置申請者個人の宅地内に浄化槽を町で設置しており、事業として有する下水道用地はないため、計上していない。

【その他】
　当該事業の供用開始からの経過年数が比較的浅いこともあり、主に面整備事業に係る多額の企業債が残っているが、資本費平準化債を活用することで他会計繰入金
を抑制し、また、世代間での負担の格差が生じないよう努めている。

【経費回収率の目標】
　今後人口減少に伴う使用料収入の減少は避けられないが、民間委託を活用した維持管理費の抑制や、処理区統廃合による汚水処理効率の改善等の経営努力を行うこ
とで汚水処理費を低減させ、経費回収率を現状維持する（または向上させる）ことを目標とする。なお、計画期間末の令和９年度の経費回収率は現状より低下し約
60%に止まる見込みであり、これらの経費削減努力を行ったうえでもなお必要な財源が確保できない場合には使用料改定を行い、適正な財源の確保に努める。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

委託費に関する事項

浄化槽維持管理の民間委託を今後も継続予定。

その他の取組

特になし。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

毎年度、経営分析により進捗管理（モニタリング）を行い、５年を目途に見直し（ローリング）を行うことでPDCAサ
イクルを効果的に回し、経営戦略の事後検証、更新等を実施する。

動力費に関する事項

当該事業において動力費は発生していない。

薬品費に関する事項

当該事業において薬品費は発生していない。

修繕費に関する事項

突発的な浄化槽の故障に対応する予定としている。

その他の取組

他会計繰入金を抑制すること、世代間での負担の格差が生じないようにすること等を目的に資本費平準化
債を活用しているが、企業債残高の減少に伴い借入額を抑制していく。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、

PPP/PFIなど）

現在、浄化槽維持管理業務を民間委託しており、今後も継続予定。

職員給与費に関する事項

業務委託を活用しながら最低限の人数で事務を行っており、人員削減は予定していない。

その他の取組

特になし。

使用料の見直しに関する事項

現状の使用料単価は、総務省通知等において最低限行うべき経営努力とされている使用料単価150円/㎥を
上回っており、かつ、経費回収率が80％を上回っていることから、当面は使用料の改定は予定しない。次
回の経営戦略更新時（令和９年度見込み）に、使用料改定の必要性に関する検証を行う。

資産活用による収入増加
の取組について

当該事業は浄化槽設置申請者個人の宅地内に町負担で浄化槽を設置しており、事業として有する下水道用
地はないため、予定していない。

広域化・共同化・最適化に関する事項

①宝達志水町汚水処理構想に基づき、令和20年度末までは特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水
処理事業の処理区統廃合を行う計画としている。本事業を含め、引き続き広域化・共同化・最適化の必要
性に関する検討を行う予定。
②令和２年度に策定した宝達志水町汚水処理構想にて、令和22年度末までに下水汚泥の集約処理の可否に
ついて検討を行う計画としており、現在隣接市町及び広域圏と調整中である。

投資の平準化に関する事項

当面の間、大々的な浄化槽の新規設置は予定していない。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

現在、浄化槽維持管理業務を民間委託しており、今後も継続予定。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取
組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容
等を記載すること。
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様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

宝達志水町下水道事業　特定地域生活排水処理事業 （単位：千円，％）

年　　　　　　度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度

区　　　　　　分 （ 実 績 ） （ 実 績 ） （ 実 績 ） （ 実 績 ）

１． (A) 1,163          1,153          1,169          1,143          1,141          961            913            865            833            801            
(1) 1,163          1,153          1,169          1,143          1,136          956            908            860            828            796            
(2) (B) -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
(3) -               -               -               -               5               5               5               5               5               5               

２． 2,235          2,222          1,841          2,169          2,345          1,890          1,920          1,950          1,964          1,977          
(1) 1,097          1,394          1,446          1,773          1,950          1,472          1,502          1,532          1,546          1,559          

1,097          1,394          1,446          1,773          1,727          1,249          1,279          1,309          1,323          1,336          
-               -               -               -               223            223            223            223            223            223            

(2) 1,138          828            395            396            395            418            418            418            418            418            
(3) -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

(C) 3,398          3,375          3,010          3,312          3,486          2,851          2,833          2,815          2,797          2,778          
１． 2,601          2,483          2,090          2,084          2,782          2,513          2,513          2,513          2,513          2,513          
(1) -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

(2) 1,463          1,345          953            947            1,644          1,336          1,336          1,336          1,336          1,336          
-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

180            278            98             93             273            273            273            273            273            273            
-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

1,283          1,067          855            854            1,371          1,063          1,063          1,063          1,063          1,063          
(3) 1,138          1,138          1,137          1,137          1,138          1,177          1,177          1,177          1,177          1,177          

２． 478            456            435            412            389            256            238            220            202            183            
(1) 478            456            434            411            389            256            238            220            202            183            
(2) -               -               1               1               -               -               -               -               -               -               

(D) 3,079          2,939          2,525          2,496          3,171          2,769          2,751          2,733          2,715          2,696          
(E) 319            436            485            816            315            82             82             82             82             82             
(F) -               -               -               -               1               -               -               -               -               -               
(G) 137            -               -               -               5               -               -               -               -               -               
(H) △ 137 -               -               -               △ 4 -               -               -               -               -               

182            436            485            816            311            82             82             82             82             82             
(I) 182            436            485            816            311            82             82             82             82             82             
(J) 345            3,495          5,272          6,030          6,030          6,030          6,030          6,030          6,030          6,030          

32             1,987          192            167            1,085          1,085          1,085          1,085          1,085          1,085          
(K) 1,397          4,470          4,308          4,274          1,225          1,245          1,266          1,286          1,307          1,329          

1,052          1,075          1,097          1,121          1,084          1,102          1,120          1,138          1,157          1,176          
-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

345            562            338            243            141            143            146            148            150            153            
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 1,163          1,153          1,169          1,143          1,141          961            913            865            833            801            

(N)

(O)

(P)

令和4年度

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

営 業 外 費 用

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息
そ の 他

長 期 前 受 金 戻 入

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度令和5年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金
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様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

宝達志水町下水道事業　特定地域生活排水処理事業 （単位：千円）
年　　　　　度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度

区　　　　　分 （ 実 績 ） （ 実 績 ） （ 実 績 ） （ 実 績 ）

１． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

２． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

３． 1,031          405            1,813          357            2,380          325            343            361            379            398            

４． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

５． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

６． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

７． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

８． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

９． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

(A) 1,031          405            1,813          357            2,380          325            343            361            379            398            

(B)

(C) 1,031          405            1,813          357            2,380          325            343            361            379            398            

１． -                -                -                -                2,000          -                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

２． 1,031          1,053          1,074          1,097          1,121          1,084          1,102          1,120          1,138          1,157          

３． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

４． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

５． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

(D) 1,031          1,053          1,074          1,097          3,121          1,084          1,102          1,120          1,138          1,157          

(E) -                648            △ 739 740            741            759            759            759            759            759            

１． △ 182 212            △ 1224 △ 76 430            677            677            677            677            677            

２． 182            436            485            816            311            82              82              82              82              82              

３． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

４． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

(F) -                648            △ 739 740            741            759            759            759            759            759            

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

(G)

(H) 21,985        20,934        19,858        18,761        17,640        16,556        15,454        14,334        13,196        12,039        

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度

区　　　　　分 （ 実 績 ） （ 実 績 ） （ 実 績 ） （ 実 績 ）

1,097          1,394          1,446          1,773          1,727          1,249          1,279          1,309          1,323          1,336          

741            766            958            956            1,727          1,015          997            979            961            942            

356            628            488            817            -                234            282            330            362            394            

1,031          405            1,813          357            2,380          325            343            361            379            398            

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

1,031          405            1,813          357            2,380          325            343            361            379            398            

2,128          1,799          3,259          2,130          4,107          1,574          1,622          1,670          1,702          1,734          

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和5年度 令和6年度 令和7年度令和4年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和8年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

令和9年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和5年度

計

そ の 他

令和6年度 令和7年度 令和8年度令和4年度

令和9年度

(A)-(B)

9


